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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「ひとりのかけがえのない命のために、ステラファーマは世界の医療に新たな光を照らします。」という経営理念のもと、患者を第一優先と
した医療への貢献が使命であると考えております。また、株主に企業価値の向上による利益還元を図ること、取引先、従業員及びその他全てのス
テークホルダーに社会的責任を果たすためには、安定的かつ継続的な事業の発展が不可欠であると認識しております。当社の使命と責任を遂行
するため、限りある経営資源を有効に活用し、高い成長を実現することで企業価値の向上に資するため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定の
ための仕組みを構築することをコーポレート・ガバナンス（企業統治）の基本方針としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ステラケミファ株式会社 11,450,000 33.66

中村　沢司 1,184,700 3.48

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 515,100 1.51

一般財団法人国際クラブ 500,000 1.47

村上　宜己 471,000 1.38

JPモルガン証券株式会社 371,200 1.09

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD 370,118 1.09

青山　英世 315,000 0.93

青山　馥 302,000 0.89

野村証券株式会社 217,400 0.64

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記大株主の状況は、2026年３月31日現在のものです。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 3 月

業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

辻井　康平 弁護士 ○

福地　叔之 公認会計士

町田　美紗 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」



a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

辻井　康平 ○ ○

辻井康平氏は、弁護士法人御堂筋法律
事務所に所属しており、当社は同事務所
と顧問契約を締結し、法律面での助言を
受けておりますが、その取引額は当社の
売上高の１%未満であり、また同弁護士法
人における売上高の１%未満といずれも僅
少のため、独立性に影響を及ぼすもので
はありません。また、同氏は同事務所にお
いて、当社の担当として関与しておらず、
今後も同氏が当社案件に関与することは
ございません。

辻井康平氏は、弁護士としての豊富な経験と
幅広い見識を有しており、現在も社外取締役(
監査等委員)として客観的・専門的な視点から
取締役の業務執行に対する監査や適切な助
言・提言等を頂いております。それらの知見・経
験を活かして取締役の業務執行に対する適切
な助言等を頂くことにより、経営の意思決定の
妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化
への貢献が期待されることから、当社の監査等
委員である取締役として適任であると判断して
おります。

　なお、同氏とは、当社との関係において一般
株主との利益相反が生ずるような利害関係を
一切有しておらず、独立性に与える影響がない
と判断し、独立役員に指定しております。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

福地　叔之 ○ ○ 該当事項はございません。

福地叔之氏は、公認会計士及び税理士として
の豊富な監査経験と税務及び会計に関する専
門的な知見を有しており、現在も社外取締役(
監査等委員)として客観的・専門的な視点から
取締役の業務執行に対する監査や適切な助
言・提言等を頂いております。それらの知識・経
験を活かして、特に税務、会計面の点から取締
役の業務執行に対する適切な助言等が期待さ
れることから、当社の監査等委員である取締役
として適任であると判断しております。

　なお、同氏は、当社との関係において一般株
主との利益相反が生ずるような利害関係を一
切有しておらず、独立性に与える影響がないと
判断し、独立役員に指定しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

町田　美紗 ○ ○ 該当事項はございません。

町田美紗氏は、公認会計士及び税理士として
の豊富な監査経験と税務及び会計に関する専
門的な知見を有しております。あわせて監査法
人での監査実務及び会計士事務所代表として
の実務経験を通じて、企業の財務報告、内部
統制及びリスク管理に関する豊富な知見を
培っており、当社の会計、税務等に関する適切
な助言・提言等を頂けるものと期待しておりま
す。また、現在も他社において社外取締役(監
査等委員)を務めており、経営から独立した客
観的かつ中立的な立場から、取締役会及び監
査等委員会における監督機能の強化にも貢献
頂けることが期待されることから、当社の監査
等委員である取締役として適任であると判断し
ております。

　なお、同氏とは、当社との関係において一般
株主との利益相反が生ずるような利害関係を
一切有しておらず、独立性に与える影響がない
と判断し、独立役員に指定しております。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

当社では、監査等委員を務める社外取締役が経営会議への出席や内部監査室との連携を通じて社内情報を適時に把握するほか、監査等委員
会の職務を補助する担当者を配置して監査を行う体制を構築しており、監査等委員会としての監査・監督機能および監査の実効性が確保されて
いることから、常勤の監査等委員は選定しておりません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査室、監査等委員である取締役及び会計監査人は、三者若しくは二者で定期的に会合を持ち、積極的な意見交換及び情報交換を行うこと
で連携を図っており、内部監査機能が十分に機能するように努めております。

また、監査等委員である取締役は、内部統制部門である内部監査室から適宜必要な情報を取得して監査を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 1 1 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 1 1 3 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、取締役会での役員の選・解任や報酬等を決定する際には、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成されている「指名・報
酬委員会」にて内容を検討し、より透明性および客観性を高めたプロセスで決定しております。

なお、「指名・報酬委員会」における手続きの概要は次のとおりとしております。

委員長が委員会を招集し、審議を行い、本委員会の審議結果は委員長が取締役会に答申を行うこととしております。本委員会の委員はこれらの
決定に当たり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点から行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣を含む第三者
の個人的利益を図ることを目的としてはならないこととしております。

また、取締役会は、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が取締役会で決議された決定にかかる基本方針と整合していることや、
「指名・報酬委員会」からの答申が最大限尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、社外取締役の選任にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、当社の経営に対する客観性及び中立性を実質的に確
保することを目的として、以下のとおり独立性判断基準を定めており、いずれかの号に該当する場合には、原則として独立性を有しないものと判断
します。

ただし、当該事実の内容、重要性及び継続性等を総合的に勘案し、当社の経営に対する実質的な独立性に影響を及ぼさないと認められる場合に
は、指名・報酬委員会における審議及び監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会において例外的に独立性を有するものと判断すること
があります。

【社外取締役の独立性判断基準】

1) 当社、又はステラケミファ株式会社及び同社のグループ会社（以下、「当社等」とする）の現在および過去10年における業務執行者（※1）

2) 当社等を主要な取引先として、過去3年間のいずれかの事業年度において、その取引額が当社の仕入高の２%を超える当該取引先の業務執行

者　　

3) 当社等の主要な取引先として、過去3年間のいずれかの事業年度において、その取引額が当社の売上高の２%を超える当該取引先の業務執行

者　

4) 直前事業年度末における当社の借入額が、当該事業年度の総資産の10%を超える借入先の業務執行者　

5) 当社等から役員報酬以外に、過去5年間のいずれかの事業年度において1事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコ

ンサルタント、会計専門家、法律専門家または医療関係者等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する
者をいう) 　　　

6) 当社の主要株主（過去5年間のいずれかの事業年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接的または間接的に保有している者）または

その業務執行者 　　

7) 当社等から過去5年間のいずれかの事業年度において、1事業年度あたり1,000万円を超える寄付を受けた団体に属する者

8) 当社の会計監査人、または会計監査人である監査法人に所属する者

9) 当社の取締役が、現任の社外取締役または社外監査役を務めている会社に所属する者

10) 上記1～9に該当する者の近親者(配偶者または2親等内の親族)

(※1) 「業務執行者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役および執行役員等その他の使用人

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社の取締役に対して、企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

取締役、従業員がそれぞれ株主価値を意識した経営、業務執行ができるようにストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社では現在、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は導入しておらず、基本報酬のみの支給としております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員報酬等の内容の決定に関する方針

当社は、2024年７月17日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬決定方針を決議しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬決定方針は次のとおりです。なお、当事業年度に係る各取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の報酬額については、2018年６月28日開催の定時株主総会の決議による報酬総額の限度額の範囲内において、独立社外取締役
が過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定方針については、所定の手続きを経て決定されており、その内容は決定方針に沿うものであ
ると判断しております。

（イ）基本方針

　当社は、医薬品の研究開発及び製造販売を主たる事業としており、収益化までに長期間を要する事業特性を踏まえ、当社の取締役の報酬は短
期的な成果よりも、中長期の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、株主利益と連動した報酬体系が望まし
いと考えております。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、各取締役の報酬は固定報
酬としての基本報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬の２つで構成しております。なお、監査等委員である取締役についてはその職務に鑑
み、固定の基本報酬(月例報酬)のみを支給しております。

（ロ）基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、決定するものとしておりま
す。

（ハ）業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する
方針を含む。）

　非金銭報酬等として、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該株式報酬は事後交付型であり、取締役会において定める
一定期間を業績評価期間として、業績評価期間における取締役会が定める業績等の数値目標の達成度合いに応じて算定される数の当社株式を
交付しております。

（ニ）金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　当社の取締役の役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、決定するものとしております。

（ホ）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　取締役の個人別の報酬等の内容については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議に
より決定しております。

【当社取締役の報酬等に関する株主総会決議内容】

（株主総会決議内容）

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額

　年額　： 300百万円以内　（下記定時株主総会決議時の取締役の員数は４名）

　決議日　：　2018年６月28日

・監査等委員である取締役の報酬額

　年額　：　50百万円以内　（下記定時株主総会決議時の監査等委員である取締役の員数は３名）

　決議日　：　2018年６月28日

【社外取締役のサポート体制】

取締役会の事務局である総務部は、取締役会の資料を事前に社外取締役を含む取締役に送付し、十分に検討できる時間を確保するとともに、審
議事項を説明することにより、独立した立場で意見を述べることができるように支援しています。また、監査等委員会に際しても、あらかじめ資料を
配布するほか、内部監査室、会計監査人との相互連携を支援しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【コーポレート・ガバナンス体制の概要】

当社では、迅速な意思決定による経営効率の向上を図るとともに、法令遵守に基づく企業倫理の強化、並びにステークホルダーに対する適時の
情報開示等、健全かつ透明性のある経営を目指して、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。当社は取締役会、監査等委
員会、会計監査人、内部監査部門、経営会議等の機関において、業務執行、監査等の機能を行い、各機能が適正に実施されるような体制を構築
しております。

（１）取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、取締役藪和光、取締役林利充、取締役城戸崇裕、社外取締役(監査等委員）辻井康
平、社外取締役(監査等委員）福地叔之、社外取締役(監査等委員）町田美紗の合計７名により構成され、原則として月１回の定時取締役会のほ
か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規程の定めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議・決定しておりま
す。　また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を１年、監査等委員である取締役の任期を２年として、その経営責任を明確化し、事
業環境の変化に迅速な対応ができる経営体制の構築に努めております。



（２）監査等委員会

当社の監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)である辻井康平を委員長とし、社外取締役(監査等委員）福地叔之、社外取締役(監査等委員）
町田美紗の３名により構成され、原則として月１回の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。

また、監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に会合を行い、会計上の問題点、その他監査上の留意事項について適宜情報交換をし
ております。

（３）会計監査人

当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該契約に基づき会計監査を受けているほか、会計上の問題点等
について適宜アドバイスを受けております。尚、同監査法人及び当社の会計監査を行っている公認会計士と当社の間には特別な利害関係はござ
いません。

（４）内部監査室

当社は、業務執行の監査と業務効率化・適正化に向けた助言を行うことを目的として、代表取締役社長が直轄する組織として内部監査室を設置し
ております。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に従い、独立性と客観性をもって、業務執行部署の内部統制の整備・運用の状況及
び業務執行の有効性を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会へ報告しております。また、会計監査人と相互連携を図り、効果的
な監査を行っております。

（５）経営会議

当社の経営会議は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、取締役藪和光、取締役林利充、取締役城戸崇裕、社外取締役(監査等委員）辻井康
平、社外取締役(監査等委員）福地叔之、社外取締役(監査等委員）町田美紗の合計７名と議長が適宜必要と考えるメンバーで構成されておりま
す。原則として月１回の定時取締役会の直後に開催し、経営の諸問題について協議しております。

（６）コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会

当社のコンプライアンス委員会は、取締役、法務部により構成され、原則として半期に１回以上開催し、コンプライアンス違反を未然に防止するとと
もに、コンプライアンス上の問題を管理・処理し、業務執行の健全かつ適切な運営に資するために設置されております。

リスクマネジメント委員会も取締役、法務部により構成され、原則として半期に１回以上開催し、事業を取り巻く様々なリスクに対して、的確な管理・
実践を行うことを目的として、設置されております。

（７）指名・報酬委員会

当社の指名・報酬委員会は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、社外取締役(監査等委員）辻井康平、社外取締役(監査等委員）福地叔之、社
外取締役(監査等委員）町田美紗の４名で構成し、過半数を社外取締役としております。取締役会での役員の選・解任や報酬等を決定する際に
は、取締役会の諮問機関として当委員会で内容を検討し、より透明性及び客観性を高めたプロセスで決定しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポ
レート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行しております。なお、監査等委員である社外取締役３名
は、それぞれ財務、法務の専門家として経済面において当社に依存することなく、中立かつ客観的な立場から経営監視を実施しており、社外取締
役による取締役の業務執行の監督とあわせて、コーポレート・ガバナンス上、有効に機能することが期待でき、株主や投資家等の信認を十分に確
保できていると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
当社は従前より、定時株主総会の集中開催日を避け、株主の皆様の利便性を高めるよう
に努めております。本年は６月24日に開催しております。

電磁的方法による議決権の行使

当社は、株主の皆様が議決権の行使を行いやすい環境整備に取り組んでおり、インター
ネットによる議決権行使サイトからの行使を受け付けております。

また、QRコードを読み取ることで議決権行使サイトにログインすることができるシステムを
導入し、株主の皆様の利便性向上に努めております。

その他 当社ウェブサイトへの招集通知・株主総会参考資料の早期掲載を実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年に２回、本決算と中間決算発表の時期に、機関投資家、アナリスト向けの説
明会を開催しております。

あり



IR資料のホームページ掲載
有価証券報告書、決算短信、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、決算
説明会資料、決算説明会動画等を当社ホームページ（https://stella-pharma.c
o.jp）のIR専用ページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部に担当者を配置し、対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

倫理規程により、当社は経営全般についてすべての法令を誠実に遵守するとともに、高い
倫理観と社会的な良識を持って行動することを行動原則として規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
製薬企業として医薬品の提供という事業活動を通じて、社会に貢献していきたいと考えて
おります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

倫理規程により、当社は取引先、消費者、株主、投資家等のステークホルダーに対し、適
宜適切に企業情報を提供することを定めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制として、以下の（１）から（８）の事項について、2022年４月13日付の取締役会にて決議いたしました。ま
た、内部統制の基本方針に基づいて社内諸規程を定め、業務分掌を明確に定めることにより内部統制が適切に機能するような体制を整備してお
ります。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（５）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及びその使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を
除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（６）当社の取締役、使用人等が当社監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

（７）当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

（８）当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

【基本的な考え方】

倫理規程、反社会的勢力排除規程を制定し、当社の基本方針として、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の
関係を遮断・排除するとともに、不当な要求を断固として拒否するものとしています。また、反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われ
るものから接触を受けた場合には、直ちに所管部署へ連絡するとともに、必ず組織的な対応によってこれを行うものと定めています。単独での対
応は、これを絶対に禁じており、反社会的勢力への対応については、必要に応じ、警察、顧問弁護士等の外部専門機関の協力を要請するものと
しております。

【整備状況】

当社は基本方針に基づき、具体的には社内規程の整備、不当要求防止責任者の設置及び反社会的勢力排除に向けた具体的措置（取引先調
査、反社排除条項の追加、社内研修等）を行い、関係の遮断を維持するとともに、実際の対応については、所轄警察署、顧問弁護士等外部の専
門機関とも連携を取りながら、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の情報開示に係る体制は以下のとおりであります。

1.当社の会社情報の管理は、管理本部が統括しております。会社の情報の管理責任者は、情報取扱責任者である管理本部長が務めるとともに、
情報開示の窓口として管理本部に広報・IR担当者を置いております。

2.各現場で決定した事実、もしくは発生した事実のうち、重要情報に該当する可能性のあるものは、職制による通常の報告ルートとは別に、直接、
会社情報の統括部門である管理本部への報告ルートを定めております。これによって、集約された会社情報については、管理本部においてその
内容を検討し、情報取扱責任者へ報告、さらに必要に応じて社長と協議のうえ、重要情報としての管理の要否を決定いたします。

3.情報取扱責任者もしくは広報・IR担当者は、前項の報告を受ける他、取締役会をはじめ、経営会議、部長会等の社内重要会議に出席し、それら
の席上で報告、討議される内容に対して、重要情報としての管理の必要性を判断し、その都度、重要情報としての要否を決定いたします。

4.各部署より集約された会社情報について、管理本部において重要情報として開示基準に該当すると判断した場合は、取締役会の承認をもって
開示することとしております。なお、緊急を要する場合は、代表取締役社長もしくは情報管理責任者の判断により開示を行うものといたします。

また、業績予想値の修正に関しては、部長会において報告された内容を毎月検証し、適時開示規程に定められた開示基準以下の業績変動で
あっても、その重要性を個別に判断のうえ、修正発表の要否を検討いたします。

5.情報開示は東京証券取引所が定める所定の方法によって行うほか、当社のホームページの掲載もあわせて行い、より多くの投資家の皆様に周
知されるように努めております。






